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IFRS　2014年に公表された既存の基準書の 
改訂の概要と背景
有限責任 あずさ監査法人　IFRS アドバイザリー室

マネジャー　加藤 邦彦

2014年は、収益認識についての基準書であるIFRS第15号「顧客との契約から
生じる収益」、金融商品の分類、減損に関する規定を織り込んだIFRS第9号「金
融商品」（2014年版）などの新たな基準書が公表されました。また、これらの
新たな基準書の公表に加えて、既存の基準書について改訂が公表されました。
既存の基準書の改訂の中には、新たに企業結合以外の取引からのれんが認識さ
れることになったこと、有形固定資産の減価償却または、無形資産の償却にお
いて、資産を使用して製造した製品の予想される販売価格の下落は、その資産
の予想される将来の経済的便益の減少を反映する可能性があることなどが明記
されたことなど、重要な改訂も行われています。
本稿では、2014年に行われた既存の基準書の改訂（年次改善による改訂を除く）
について、その内容の概要と背景を解説します。
なお、本文中の意見に関する部分は筆者の私見であることをあらかじめお断り
しておきます。

 

Ⅰ はじめに

本稿では、2014年に行われた既存の基準書の改訂（「IFRS
の年次改善（2012 ‐ 2014年サイクル）」を除く）について、改
訂の内容の概要と背景を解説します。2014年に公表された基
準書の改訂は図表1のとおりです。

Ⅱ 共同支配事業に対する持分の取得 
（IFRS第11号の改訂）

1.	改訂の概要

本改訂により、共同支配事業に対する持分を取得し、その
共同支配事業の活動がIFRS第3号「企業結合」で定義される

「事業」に該当する場合、企業は、IFRS第11号「共同支配の
取決め」に整合する範囲で、IFRS第3号および他の基準書の
すべての企業結合の会計処理に関連する原則を適用すること
となりました。本改訂によって、企業結合だけでなく、共同支
配事業に対する持分を取得した場合でも、のれんが認識され
ることになります。
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図表1　2014年に公表された既存の基準書の改訂の一覧

基準書の改訂 公表日 適用日

1
共同支配事業に対する持分の 
取得

（IFRS第11号の改訂）
2014 年 5月

2016 年 
1月1日

2

減価償却および償却の許容され
る方法の明確化

（IAS第16号および IAS第38
号の改訂）

2014 年 5月

3
農業：果実生成型植物

（IAS第16号および IAS第41号
の改訂）

2014 年 6月

4
個別財務諸表における持分法

（IAS第27号の改訂）
2014 年 8月

5

投資者とその関連会社または共
同支配企業との間の資産の売却
または拠出

（IFRS第10 号および IAS第28
号の改訂）

2014 年 9月

6

投資企業：連結の例外規定の 
適用

（IFRS第10 号、IFRS第12号お
よび IAS第28号の改訂）

2014年12月

7
開示イニシアティブ

（IAS第1号の改訂）
2014年12月
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処理を示したIAS第38号「無形資産」も、同様に、資産の将来
の経済的便益を企業が消費すると予想されるパターンを反映
する償却方法で、償却を行うことを求めています（IAS第38号
第97項）。

今回の改訂によって、次の事項が追加されました。

有形固定資産 無形資産

資産を使用して製造した製品の予想される販売価格の下落は、そ
の資産の予想される技術的または経済的な陳腐化を示唆しうるも
のであり、また、その資産の予想される将来の経済的便益の減少
を反映する可能性があること。

有形固定資産の使用を含む活
動から生成される収益は、通常、
その資産の経済的便益の消費
以外の要因（たとえば、他のイ
ンプットおよびプロセス、販売
活動、販売数量および販売価
格の変動）を反映しているため、
収益に基づいた減価償却を実
施することは、“適切ではない”
こと。

無形資産の使用を含む活動か
ら生成される収益は、通常、そ
の資産の経済的便益の消費と
は直接関連しない要因（たとえ
ば、他のインプットおよびプロ
セス、販売活動、販売数量お
よび販売価格の変動）を反映
しているため、収益に基づいた
償却を実施することは、“適切
ではないと推定される”こと。

―

ただし、以下のいずれかの限ら
れた場合においては、上記の
推定を覆すことができる。
■	 �無形資産が収益の測定値と

して表現される場合
■	 �収益が無形資産の経済的便

益の消費と強い相関がある
ことを証明できる場合

また、本改訂によって、無形資産に固有の主要な制約要因
が、収益額に関する閾値を達成することである場合には、生
成される収益が償却の基礎となり得ることが示されました。た
だし、これは、償却の基礎となる収益額が、契約で定められ
ていることが条件とされています。たとえば、企業が有料道
路の運営権を有しており、通行料金の累計額が収益額に関す
る閾値（たとえば、1億通貨単位）に達したら契約が終了する
場合は、収益が無形資産の主要な制約要因であり、収益に基
づいてその無形資産を償却することが適切であると考えられ
ます。

本改訂は、2016年1月1日以降に開始する会計年度から将来
に向かって適用されます。早期適用が認められますが、早期
適用する場合は、その旨を開示する必要があります。

2.	背景

本改訂は、IFRIC第12号「サービス委譲契約」の適用によっ
て生じる無形資産について、その償却方法を決定するにあたっ
て基礎となる、「資産の予想される将来の経済的便益の消費」
という用語の意味を明確にしてほしいという要望に応えるため
に、検討が行われました。しかし、IASBは、本件が、IFRIC
第12号の適用によって生じる無形資産についての問題だけで
なく、すべての有形固定資産、無形資産に幅広く共通する問
題であるため、有形固定資産の減価償却および無形資産の償

本改訂は、2016年1月1日以降に開始する会計年度から将
来に向かって適用します。また、早期適用が認められますが、
早期適用した場合、企業は、その旨を開示する必要があり 
ます。

改訂後の規定を適用するにあたっては、適用を開始した最
初の報告期間に取得した共同支配事業に対する持分から将来
に向かって本改訂を適用します。適用日前の取得持分につい
て認識した金額を調整することは禁止されています。

2.	背景

IFRSでは、共同支配事業に対する持分を取得した場合の会
計処理が明確に定められていませんでした。このため、実務
において、会計処理のばらつきが生じていました。

本改訂は、実務上生じていた会計処理のばらつきに対応す
るために行われたものです。

3.	IFRS初度適用企業の特別の取扱い

上記の改訂にあわせて、IFRSを初度適用する企業は、IFRS
第1号「国際財務報告基準の初度適用」C5項に定められている
過去の企業結合に関する免除規定を、IFRS第3号で定義する

「事業」を構成する活動を行っている共同支配事業に対する持
分の取得にも適用することができることとなりました。

4.	予想される実務への影響

本改訂により取引対象がIFRS第3号「企業結合」に定義さ
れる「事業」に該当するか否かによって、会計処理が異なるこ
とになりました。特に、「事業」に該当する場合には、共同支
配事業に対する持分の取得にIFRS第3号の考え方が適用され、
のれんが認識される場合があることになる点が注目されます。
また、取引対象がIFRS第3号に定義される「事業」に該当す
るか否かは、従前から実務上判断が必要とされる論点であり、
改訂の影響を検討するにあたって留意する必要があると考え
られます。

Ⅲ
減価償却および償却の許容される 
方法の明確化（IAS第16号および 
IAS第38号の改訂）

1.	改訂の概要

有形固定資産の会計処理を示したIAS第16号「有形固定資
産」は、資産の将来の経済的便益を企業が消費すると予想され
るパターンを反映する減価償却方法で、減価償却を行うこと
を求めています（IAS第16号第60項）。また、無形資産の会計

IFRS　2014年に公表された既存の基準書の 
改訂の概要と背景
有限責任 あずさ監査法人　IFRS アドバイザリー室

マネジャー　加藤 邦彦

2014年は、収益認識についての基準書であるIFRS第15号「顧客との契約から
生じる収益」、金融商品の分類、減損に関する規定を織り込んだIFRS第9号「金
融商品」（2014年版）などの新たな基準書が公表されました。また、これらの
新たな基準書の公表に加えて、既存の基準書について改訂が公表されました。
既存の基準書の改訂の中には、新たに企業結合以外の取引からのれんが認識さ
れることになったこと、有形固定資産の減価償却または、無形資産の償却にお
いて、資産を使用して製造した製品の予想される販売価格の下落は、その資産
の予想される将来の経済的便益の減少を反映する可能性があることなどが明記
されたことなど、重要な改訂も行われています。
本稿では、2014年に行われた既存の基準書の改訂（年次改善による改訂を除く）
について、その内容の概要と背景を解説します。
なお、本文中の意見に関する部分は筆者の私見であることをあらかじめお断り
しておきます。
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却全体の問題として対応することとしました。
公開草案の段階では、有形固定資産、または無形資産につ

いて、資産の使用を含む活動から生成された収益に基づいて
減価償却、または償却することは、資産の将来の経済的便益
を企業が消費すると予想されるパターンではなく、事業の操
業から生成された経済的便益を反映するものであるため、適
切ではないとされていました。しかし、再審議の過程で、限
定的な状況において、無形資産については、資産の使用を含
む活動から生成された収益に基づいて償却することが、資産
の将来の経済的便益を企業が消費すると予想されるパターン
を反映することがあることを考慮し、収益に基づいた無形資
産の償却が適切でない旨は、反証可能な推定規定であるとす
ることとなりました。

3.	予想される実務への影響

有形固定資産の減価償却および無形資産の償却の方法の
基礎となる、資産の経済的便益の消費パターンについて、資
産の使用によって獲得される収益を論拠として整理している
企業にとっては、本改訂によって影響を受ける可能性があり 
ます。

Ⅳ 農業：果実生成型植物  
（IAS第16号および IAS 第 41 号の改訂）

1.	改訂の概要

改訂前の取扱いでは、すべての生物資産と農産物に、IAS第
41号「農業」を適用し、売却コスト控除後の公正価値で測定す
ることとなっていましたが、本改訂により、生物資産のうち、
果実生成型植物に対しては、IAS第16号「有形固定資産」を適
用し、有形固定資産として会計処理することになりました。

ここで、果実生成型植物とは、次のすべての要件を満たす、
生きている植物を指します。

■	 �農産物の生産または供給に使用される。
■	 �1 会計期間を超えて生産物を生成することが予想される。
■	 �それ自体、農産物として販売される可能性がほとんどない（た

だし、廃材として売却される場合を除く）。

ここで、果実生成型植物と農産物の関係を示すと、図表2の
とおりです。

本改訂では、次の植物等は果実生成型植物の範囲から除外
されます。

除外される植物等 例

■	� 農産物として収穫するために栽培す
る植物

材木とするための樹木

■	� 農産物を生産するために栽培される
植物のうち、それ自体も農産物とし
て収穫し、販売される可能性がほと
んどないと言えない植物（ただし、
廃材として売却される場合を除く）

果実を栽 培する目的と、
材木としてそれ自体を販売
する目的の両方の目的に
より保有する樹木

■	� 一年生の作物 トウモロコシや小麦

本改訂は、2016年1月1日以降に開始する会計年度から、次
のとおり適用されます。

■	 �IAS 第 8 号「会計方針、会計上の見積りの変更及び誤謬」に従っ
て遡及適用する。なお、本改訂を最初に適用する会計年度に
おいて、IAS 第 8 号第 28 項（f）が求める本改訂の適用によ
る影響に関する当期の定量的開示は免除されるものの、表示す
る過去の各期間の定量的開示は要求される。

■	 �果実生成型植物については、財務諸表における最初の比較期
間の期首時点の公正価値をみなし原価として使用することを選
択できる。なお、帳簿価額と公正価値に差が生じた場合、最も
古い比較対象期間の期首時点の利益剰余金に含める。

■	 �早期適用が認められるが、早期適用する場合は、その旨を開
示する必要がある。

図表2　果実生成型植物と農産物の関係

農産物に
IAS第 41 号「農業」

を適用

果実生成型植物に
IAS第 16 号

「有形固定資産」を適用
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2.	背景

成熟した果実生成型植物は、複数の期間にわたり生産物を
生成するため、製造設備に類似し、公正価値に基づいて測定
することは適切ではないという関係者からの指摘を受け、改訂
が行われました。

3.	IFRS初度適用企業の特別の取扱い

本改訂によって、果実生成型植物は、IAS第16号の範囲に
含まれる有形固定資産として扱うことになったため、IFRS
初度適用企業は、果実生成型植物の公正価値を移行日にお
けるみなし原価とする免除規定を適用できることになりま 
した。

Ⅴ
投資者とその関連会社または共同支配
企業との間の資産の売却または拠出

（IFRS第10号およびIAS第28号の改訂）

1.	改訂の概要

（1）	IFRS第10号「連結財務諸表」の改訂
本改訂により、関連会社または共同支配企業に対して子会

社を売却または拠出することによって子会社に対する支配を
喪失した場合、IFRS第3号「企業結合」に定義される事業に該
当するか否かによって区分し、図表3のように会計処理するこ
ととなりました。この改訂により関連会社または共同支配企業
に売却または拠出した子会社がIFRS第3号に定義される事業

に該当しない場合、会計処理が変更されます。

改訂の内容について、設例に基づいて確認してみましょう。
次頁の設例は、IFRS第10号に追加されたものに基づいて、

作成したものです。
本改訂は、2016年1月1日以降に開始する会計年度から将来

に向かって適用されます。また、早期適用は認められますが、
早期適用する場合は、その旨を開示する必要があります。

（2）	�IAS第28号「関連会社及び共同支配企業に対する投資」
の改訂

本改訂により、投資者が関連会社または共同支配企業との
間で取引を行った場合、取引対象となった資産がIFRS第3号

「企業結合」に定義される事業に該当するか否かによって区分
し、図表4のように会計処理することとなりました。この改訂
によりIFRS第3号に定義される事業に該当する資産を、ダウ
ンストリーム取引によって関連会社または共同支配企業に売
却または拠出した場合、会計処理が変更されます。

本改訂は、2016年1月1日以降に開始する会計年度から将 
来に向かって適用されます。また、早期適用は認められます
が、早期適用する場合は、その旨を開示する必要があります。

2.	背景

従前のIFRS第10号「連結財務諸表」では、子会社に対する
支配を喪失した場合に、その利得または損失の全額を純損益
に含めて認識することが要求されていました。これに対して、
従前のIAS第28号「関連会社及び共同支配企業に対する投資」

図表3　 IFRS第10号改訂後の会計処理

IFRS第3号に定義される事業に 
該当する子会社

IFRS第3号に定義される事業に 
該当しない子会社

支配を喪失した場合に生じ
る純損益の処理 ( 投資が残存
する場合は、その部分につ
いては以下に従う )

取引から生じた利得または損失は、純損益に利
得または損失として認識する。

取引から生じた利得または損失は、売却先または拠出先
である関連会社または共同支配企業に対する自己の持分
と関連がない、すなわち、他の投資者に関連する持分
相当額のみを純損益に含めて認識する。利得または損失
のうち自己の持分相当額は、関連会社または共同支配
企業に対する投資の帳簿価額に加減する。

支配の喪失によって子会社
が関連会社または、共同支
配企業となった場合の残存
投資の処理

旧子会社に対して保持している投資を支配喪失
日現在の公正価値で測定する。
再測定によって生じた利得または損失は、純損
益に利得または損失として認識する。

旧子会社に対して保持している投資を支配喪失日現在の
公正価値で測定する。
再測定により生じた利得または損失は、新たに関連会社
または共同支配企業となった企業（旧子会社）に対する
自己の持分と関連がない、すなわち、他の投資者に関
連する持分相当額のみ、純損益に含めて認識する。利
得または損失のうち自己の持分相当額は、関連会社また
は共同支配事業に対する投資の帳簿価額に加減する。

支配の喪失によって子会社
が関連会社または、共同支
配企業でもなくなった場合
の残存投資の処理

会計処理
売却、拠出の

対象
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■ 設例
前提条件
P社は、子会社Aと関連会社Bに対し、それぞれ100％、20％の投資を保有している。
P社は、A社持分のうち、70％をB社に売却した。A社は、IFRS第3号で定義される事業に該当しない。
この取引に伴いP社はA社に対する支配を喪失し、A社はP社の関連会社となった。
◦ 売却時のA社の純資産の帳簿価額はCU100であり、売却持分の帳簿価額はCU70（＝ CU100 × 70％）であった。
◦ P社はA社株式の対価として、B 社より現金で CU210を受け取った。
◦ P社に残存するA社株式の取引日における公正価値は90であった。

【取引前】	 【取引後】

【利得消去前】

借） 現金 210 貸） 子会社純資産 100

関連会社株式 90 利得 200

300 300

利得CU200のうち、70％持分の売却から生じる部分は、CU140（＝CU210－CU100×70％）と計算される。このうち、B社に対する持分で
P社に関連しない持分相当額、すなわち、CU112（＝CU140×80％）を純損益に含めて認識する。また、残ったP社の持分相当額CU28（＝
CU140×20％）は、A社の関連会社株式の帳簿価額から控除する。
次に、利得CU200のうち、残存持分の再測定から生じる部分は、CU60（＝CU90－CU100×30％）と計算される。このうち、A社に対する
持分でP社に関連しない持分相当額、すなわち、CU34（＝CU60×56％）を純損益に含めて認識する。ここで、A社に対する持分のうちP社に
関連する持分の割合は、P社のA社に対する直接所有持分30％に、P社のA社に対する間接所有持分14％（70％×20％）を加算した44％で
ある。よって、A社に対する持分のうちP社に関連しない持分の割合は、56％（＝100％－44％）と算定される。また、残ったP社の持分相当額
CU26（＝CU60×44％）は、A社の関連会社株式の帳簿価額から控除する。

【利得消去後】

借） 現金 210 貸） 子会社純資産 100

関連会社株式 36 純損益 146

246 246

【利得消去による増減の内訳】

関連会社株式 利得

利得消去前 90 200

A 社株式の売却部分（70%）から生じる利得の消去（P 社の B 社に対する持分相当額（20%）の消去） △ 28 △ 28

A 社株式の残存部分（30%）から生じる利得の消去（P 社の A 社に対する実質的持分相当額 
（44%=30% ＋（70％× 20％））の消去） △ 26 △ 26

小計 △ 54 △ 54

利得消去後 36 146

【利得の内訳】

消去前 消去額 消去後

A社株式の売却部分（70%）：20%の消去 140 △ 28 112

A社株式の残存部分（30%）：44%（=30%＋（70％×20％））の消去 60 △ 26 34

合計 200 △ 54 146

70%

30% 20%

A社 /関連会社
（旧子会社） B社 /関連会社

P社

100% 20%

A社 /子会社
（事業に該当しない）

B社 /関連会社

P社
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では、投資者とその関連会社または共同支配企業との間の資
産の売却等の取引から生じる利得または損失について、関連
がない投資者の持分の範囲でのみ純損益に含めて認識するこ
とが要求されていました。このため、両基準が整合しておら
ず、たとえば、投資者が関連会社に対して子会社を売却した
場合に、IFRS第10号とIAS第28号のいずれの取扱いによるべ
きかという問題が生じていました（図表５参照）。

3.	予想される実務への影響

本改訂により取引対象がIFRS第3号「企業結合」に定義され
る「事業」に該当するか否かによって、会計処理が異なること
になりました。取引対象がIFRS第3号に定義される「事業」に
該当するか否かは、従前から実務上判断が必要とされる論点
であり、改訂の影響を検討するにあたって留意する必要があ
ると考えられます。

図表5　関連会社への子会社の売却

子会社

投資者が関連会社に
対して子会社を売却
し、子会社に対する
支配を喪失

関連会社

投資者

子会社

図表6　�投資企業である子会社が投資活動に関するサービスを提供する場合

子会社 /公正価値測定

連結

投資活動に関連する
サービスを提供

投資活動に関連する
サービスを提供

P社
（投資企業）

B社 /子会社
（投資企業）

A社 /子会社
（投資企業ではない企業）

C社 /子会社
（投資企業ではない企業）

図表4　IAS第28号改訂後の会計処理

IFRS第3号に定義される事業に該当する資産 IFRS第3号に定義される事業に該当しない資産

ダウンストリーム
取引

取引から生じた利得または損失は、その全額を純損益に
利得または損失として認識する。

取引から生じた利得または損失は、関連会社または共同支
配企業に対する自己の持分と関連がない、すなわち、他の
投資者に関連する持分相当額のみを純損益に含めて認識す
る。
利得または損失のうち自己の持分相当額は、関連会社また
は共同支配企業に対する投資の帳簿価額に加減する。

アップストリーム
取引

取引から生じた利得または損失は、関連会社または共同
支配企業に対する自己の持分と関連がない、すなわち、
他の投資者に関連する持分相当額のみを純損益に含めて
認識する。

取引の区分

売却、拠出の
対象
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Ⅵ
投資企業：連結の例外規定の適用 

（IFRS第10号、IFRS第12号および 
IAS第28号の改訂）

以下の改訂は、2016年1月1日以降に開始する会計年度か
ら将来に向かって適用されます。また、早期適用が認められ
ますが、早期適用する場合は、その旨を開示する必要があり 
ます。

1.	�投資企業である親会社の子会社が、中間親会社でもあ
る場合の連結財務諸表作成免除

本改訂により、投資企業である親会社が子会社を公正価値
により測定する場合で、かつ、その子会社が他の会社の親会
社である場合、その中間親会社の連結財務諸表の作成が免除
されることとなりました。

2.	�親会社の投資活動に関連するサービスを提供する子会
社の取扱い

IFRS第10号では、投資企業が、自らの投資活動に関連す
るサービスを提供する子会社を有している場合、投資企業は、
その子会社を連結する必要があるとされています。

本改訂により、 この規定により連結の対象となる子会社は、
子会社が投資企業でない場合に限定されることが明確にされ
ました（図表6参照）。

3.	�投資企業ではない投資者による投資企業である投資先
に対する持分法の適用

本改訂により、投資企業でない投資者が投資企業である関
連会社または共同支配企業に投資し、持分法を適用している
場合、投資企業であるその関連会社または共同支配企業が行っ
た子会社への投資の公正価値測定を、投資企業でない投資者
による持分法の会計処理において引き継ぐことができる、すな
わち、投資者による持分法の会計処理にあたって、関連会社
または共同支配企業である投資企業の子会社を連結すること
が求められないことになりました。一方で、投資企業でない親
会社は、投資企業である子会社を通じて支配している企業を
含めて、支配しているすべての企業を連結することが求めら
れることには留意が必要となります。

また、本改訂により、投資企業である親会社が子会社を公
正価値により測定する場合、その子会社が保有する関連会社
または共同支配企業の投資に持分法を適用することが免除さ
れることとなりました。

4.	IFRS第12号「他の企業への関与の開示」の適用範囲

本改訂により、投資活動に関連するサービスを提供する子
会社以外の子会社を公正価値で測定する投資企業は、財務諸
表においてIFRS第12号で求められている投資企業に関連する
開示を行う必要があることが明確にされました。

改訂前の取扱いでは、子会社のすべてについて連結の例外
措置を適用することを要求されている投資企業が、個別財務
諸表を唯一の財務諸表として表示することが求められる一方
で、投資企業の非連結子会社への関与についての開示を求め
るIFRS第12号では、組成された企業への関与を有する場合を
除いて個別財務諸表にIFRS第12号を適用しないとされていま
した。本改訂は、このような基準書間の不整合を解消するた
めに行われたものです。

Ⅶ 開示イニシアティブ 
（IAS第1号の改訂）

以下の改訂は、2016年1月1日以降に開始する会計年度か
ら将来に向かって適用されます。また、早期適用が認められ 
ます。

1.	開示イニシアティブ

（1）	重要性
本改訂により、有用でない情報を提供することで有用な情

報が埋没することによって、また、異なる性質または機能を
有する重要な項目を合算することになったり、財務諸表の理
解可能性を低下させてはならないことが明確にされました。ま
た、開示について、最小限の開示要求事項が規定されている
場合でも、その開示要求事項に従った情報が重要でなければ
開示しないこと、特定の開示要求事項に基づく開示だけでは
財務諸表の利用者が企業の財政状態および財務業績を理解す
るために不十分であると判断した場合、追加的に開示すべき
かを検討する必要があることが明確にされました。

（2）	表示すべき情報
本改訂により、財務諸表の表示に係る要求事項は、特定さ

れている項目について重要性がない場合にまで個別に表示す
ることを求めているのではないことが明確にされました。また、
財務諸表に追加的に小計を表示する場合の要求事項が明確に
されました。

（3）	注記
本改訂により、注記の体系的な順序を決定するにあたり、

財務諸表の理解可能性と比較可能性に与える影響を考慮する
ことが明記されました。
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（4）	会計方針の開示
本改訂により、開示すべき会計方針の特定に際して考慮す

べき要因及びその例示について定めたIAS第1号第120項の規
定が削除されました。これは、同項に定められている例示が、
例示として適切ではないという関係者の意見を反映したもの
です。

2.	�持分法で会計処理する投資から生じるその他の包括利
益の持分相当額の表示

本改訂により、持分法を適用する関連会社および共同支配
企業から生じるその他の包括利益の持分相当額は、性質ごと
に細かく区分して表示するのではなく、当期純利益にリサイク
ルされる項目とリサイクルされない項目の2つに区分して表示
することが明確にされました。

改訂内容の詳細については、あずさ監査法人ウェブサイト
で公表している「IFRS ニュースフラッシュ」をご参照ください。

IFRSニュースフラッシュ
www.kpmg.com/jp/ja/knowledge/news/ifrs-news-flash/
pages/default.aspx

本稿に関するご質問等は、以下までご連絡くださいますよ
うお願いいたします。

有限責任 あずさ監査法人
IFRS アドバイザリー室
azsa-ifrs ＠ jp.kpmg.com
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